
第 95号議案

長岡京市職員の退職手当に関す る条例 の一部改正について

長岡京市職員の退職手当に関する条例 (昭和 50年長岡京市条例第 2号)の

一部を別紙のとお り改正するものとする。

令和 4年 12月 5日 提 出

長岡京市長  中小路 健  吾

(提案理由)

国家公務員の退職手当に関する改正措置に準 じ、非常勤職員に対する退職

手当の支給要件について所要の措置を講ずるため、条例の一部を改正する必

要があるので提案する。



長岡京市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

長岡京市職員の退職手当に関する条例 (昭和 50年長岡京市条例第 2号)の一部を次の

ように改正する。

改正後 改正前

(適用範囲)

第 2条  【略】

2 職員以外の者のうち、職員について定

められている勤務時間以上勤務 した日

(法令又は条例により勤務を要しないこ

ととされ、又は体暇を与えられた日を含

む。隻ュ三:髪1奎狂.2菫!二整塾主:⊆_皇塾盗旦_」i生

(1月 闇 の 日:数 (長

皿墓並亜盪菫聖笙童坐五盗墾L(平成 2年長
岡京 市 第 31号 )第 1条 1項各号

に掲げ る 日の 日数 は

と墜つ。_)が 18日

、算入 しない^)が
20日 に満た生い 日数の場合にあつて

旦ニユ墾』望三≦型≧Lと当該 日数との差

二奎l塁:憂!コ:=ユ数空童!菫:コ!ニユ:数。第 13条
第 2項にお いて 「職 員み な し 数 |と い

立_Lと以上ある月が引き続いて 12月 を

超えるに至つたもので、その超えるに至

つた日以後引き続き当該勤務時間により

勤務することとされているものは(職員

とみなしてこの条例の規定を適用する。

ただし、地方公務員法 (昭和 25年法律

第 261号 )第 22条の 2第 1項第 1号

に掲げる職員については、この限 りでな

い。

(失業者の退職手当)

第 13条  【略】

2 前項の基準勤続期間とは、職員として

の勤続期間をいう。この場合において、

当該勤続期間に係る職員となつた日前に

職員又は職員以外の者で勤髪週重 が甦量
みな上 日数以上ある月が 1月 以上あるも
の (季節的業務に4箇月以内の期間を定

めて雇用され、又は季節的に4箇月以内
の期間を定めて雇用されていた者にあつ

ては、引き続き当該所定の期間を超えて

(適用範囲)

第 2条  【略】

2 職員以外の者の うち、職員について定

められている勤務時間以上勤務 した 日

(法令又は条例により勤務を要 しないこ

ととされ、又は休暇を与えられた日を含

む。)が 18日 以上ある月が引き続いて

12月 を超えるに至つたもので、その超

えるに至つた 日以後引き続き当該勤務時

間により勤務することとされているもの

は、職員とみなしてこの条例の規定を適用

する。ただし、地方公務員法 (昭和 25年
法律第 261号 )第 22条の 2第:1項

第

1号に掲げる職員については、こ1の 限 り

でない。

(失業者の退職手当)

第 13条  【略】

2 前項の基準勤続期間とは、職員として

の勤続期間をいう。この場合において、

当該勤続期間に係る職員となつた日前に

職員又は職員以外の者で職員に2いて定

坐塾盛墜塾生生塾整時間以上勤務 した日

(法今 叉 条例若 しくli ね′ 基 づ く燎

旦盤基二2二菫塑差を璽 しないこととされ、又

旦遡団整と皇之三二」■上旦を含む。)が 1.8日

以上ある月が 1月 以上あるもの (季節的



改正後 改正前

業務に 4箇月以内の期間を定めて雇用さ

れ、又は季節的に 4箇月以内の期間を定

めて雇用 されていた者にあつては、引き

続き当該所定の期間を超えて勤務 したも

のに限る。)であつた者 (以 下この項に

おいて「職員等」 とい う。)であつたこ

とがあるものについては、当該職員等で

あつた期間を含むものとし、当該勤続期

間又は当該職員等であつた期間に次の各

号に掲げる期間が含まれているときは、

当該各号に掲げる期間に該当するすべて

の期間を除く。

(1)0(2)【 略】

3～ 17【 略】

附 則

(施行期 日)

1 この条例は、令和 5年 1月 1日 から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第 2条第 2項及び第 13条第 2項の規定は、この条例の施行

の日以後の期間における退職手当の支給の基礎 となる勤続期間の計算について適用 し、

同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。


